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　   （証券コード6751)

　 平成23年6月7日

株 主 各 位　

　 東京都三鷹市下連雀五丁目１番１号

　 日 本 無 線 株 式 会 社

　代表取締役社長 諏 訪 頼 久

　
第87回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

  このたびの東日本大震災により被災されました株主の皆様には心よりお見舞い申し

あげます。

　さて、当社第87回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月27日（月曜日）午後5

時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬　具

記

1. 日　　時 平成23年6月28日（火曜日）午前10時

2. 場　　所 東京都三鷹市下連雀五丁目１番１号　当社本店

3. 会議の目的事項 　

　 報 告 事 項 1.　第87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報

告および連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人およ

び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　 　 2.　第87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書

類の内容報告の件

　 決 議 事 項 　

　 第 1 号 議 案 取締役11名選任の件

　 第 2 号 議 案 監査役1名選任の件

　 第 3 号 議 案 補欠監査役1名選任の件
以　上


◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申しあげます。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネ
ット上の当社ウェブサイト（http://www.jrc.co.jp）に掲載させていただきます。

◎本総会は節電のため冷房を抑えて開催する予定です。当日は「クールビズ」にてご対応させてい
ただきますので、株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげ
ます。　



－ 2 －

(添付書類)
　

事　　業　　報　　告

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

　

1.　企業集団の現況に関する事項

1-1.事業の経過およびその成果

(1) 全般的概況

　当連結会計年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）におけるわが国経

済は、円高等で輸出が緩やかに減少したことや景気刺激策の縮小などから足踏み

状態で推移し、年度後半から新興国向けを中心とした輸出の一部に持ち直しの動

きがみられたものの、高水準で推移する失業率など、依然として厳しい状況が継

続することとなりました。また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響

で景気は当面弱い動きが続くものと見込まれ、先行の不透明感が一層強まること

となりました。

　なお、東日本大震災により当社グループが受けた被害につきましては、従業員

への人的被害はありませんでした。また、東北地方における建物と設備の一部に

損傷が出ましたが、すでに復旧し、業務を再開しており、当社グループの経営に

与える影響は限定的なものでありました。

　このような状況の中で、当社グループは積極的な営業活動に努めましたが、当

連結会計年度の経営成績は以下のとおりとなりました。

　売上高につきましては、海上機器事業が商船新造船分野の伸張等により前期を

上回ったものの、ソリューション・特機事業が官庁関係向けの需要減少や震災に

よる影響等で水・河川情報システム、航空・気象システム等が前期を下回り、ま

た通信機器事業においても二輪車用ETC車載器や通信インフラ関連機器等が低迷し

た影響で前期を下回りました。この結果、当連結会計年度の売上高は1,077億5百

万円（前連結会計年度比3.2％減）となりました。

　利益につきましては、売上高が減少した影響等により、営業利益が15億5千1百

万円（前連結会計年度比48.3％減）となりました。また、営業外費用の「為替差

損」4億3千5百万円の計上等により経常利益は11億3千3百万円（前連結会計年度比

59.6％減）となりました。当期純利益につきましては、特別利益に「投資有価証

券売却益」19億6千3百万円を計上しましたが、特別損失に「資産除去債務会計基

準の適用に伴う影響額」3億6千8百万円、「投資有価証券売却損」2億3千5百万円、

「災害による損失」1億4千6百万円を計上したこと等により、19億2千1百万円（前

連結会計年度比17.3％減）となりました。
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　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営における最重要政策のひとつと認

識し、会社の業績や企業体質の強化等を勘案の上、当該年度の収益状況に応じつ

つ長期的な視野に立って安定した配当を継続することを基本方針としております。

　この方針に照らし、当期末の配当は、当期の業績等に鑑みて一株当たり5円とさ

せていただきました。

　なお、内部留保金の使途につきましては、今後の事業成長を中・長期的に推進

するための設備投資および研究開発投資等に有効活用することとし、当社グルー

プ全体での業績向上に努めてまいります。

　　

(2) セグメント別概況

　当連結会計年度におけるセグメント別の概況は、次のとおりであります。

　

【海上機器事業】

  造船市場に持ち直しの動きが見られたことなどから、中国・韓国向けを中心に

商船新造船分野が伸張しました。この結果、売上高は295億9千3百万円、セグメン

ト利益は10億3千5百万円となりました。

　

【通信機器事業】

  二輪車用ETC車載器が減少しました。また、国内および海外向け通信インフラ関

連機器も低迷しました。この結果、売上高は173億3千2百万円、セグメント損失は

15億1千5百万円となりました。

　

【ソリューション・特機事業】

　県・市町村防災行政無線システムが更新需要の拡大に伴い増加したものの、官

庁関係向けの需要減少や震災による影響等で水・河川情報システムや航空・気象

システム等が減少しました。また放送システムも、地上波デジタル放送機器の整

備が一巡し、減少しました。この結果、売上高は524億8千2百万円、セグメント利

益は21億2百万円となりました。

　

【その他】

　その他の事業の売上高は82億9千6百万円、セグメント損失は8千6百万円となり

ました。
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　（注）当社グループの主要セグメント別主要製品は、以下のとおりです。

主要セグメント 海上機器事業 通信機器事業 ソリューション・特機事業

主要製品

海事衛星通信装置 GPS受信機 放送システム

船舶通信装置 PHS端末機器 県・市町村防災行政システム

船舶用レーダ 業務用無線電話装置 水・河川情報システム

漁労機器 加入者無線装置 航空・気象システム

電子海図情報表示装置 送信増幅装置 道路情報システム

統合ブリッジシステム 移動体通信用測定器 土砂災害予警報システム

VHF無線電話装置 SAWフィルタ 特殊通信機

　

1-2.資金調達等についての状況

(1) 資金調達の状況

　当連結会計年度において、当社は、運転資金の効率的な調達を行うために複数

の金融機関との間で150億円のコミットメントラインの設定を行っております。

　

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資額は13億1千5百万円

であります。その主なものは、海上機器事業および通信機器事業における製造用

の金型であります。

　

1-3.直前三事業年度の財産および損益の状況

区 分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
平成22年度

(当連結会計年度)

売 上 高 131,828百万円 122,870百万円 111,210百万円 107,705百万円　

経 常 利 益 3,529百万円 2,372百万円 2,806百万円 1,133百万円　

当 期 純 利 益 3,376百万円 1,483百万円 2,322百万円 1,921百万円　

１株当たり当期純利益 24円50銭 10円77銭 16円86銭    13円95銭　

純 資 産 額 43,126百万円 41,811百万円 44,360百万円 44,821百万円　

総 資 産 額 121,502百万円 125,380百万円 117,353百万円 118,613百万円　
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1-4.対処すべき課題

　当社グループを取り巻く今後の経営環境の見通しにつきましては、アジアを中

心とする新興国の経済成長が今後も続くと予想されますが、原油価格の高騰等、

依然として厳しい状況が継続するものと思われます。国内では、東日本大震災に

よる生産設備の毀損や電力供給の制約等から一部の生産活動への影響が懸念され

ており、今後、経済への影響が様々な形で顕在化すると思われます。

　このような状況下、当社グループといたしましては、事業構造改革による積極

的な事業展開等によって売上高の回復を図り、成長への転換を目指すとともに、

設計・生産両面からのコストダウンとあらゆる業務改革を通じて利益体質を一層

強固なものとしていく所存であります。また、技術のイノベーションにより、環

境貢献事業を強力に推進してまいります。さらに、不具合ゼロを目指し、品質意

識と品質システム・手法の改革にも積極的に取り組みます。

　一方、東日本大震災の影響でサプライヤーの供給能力が大幅に低下し、資材の

調達が不透明な状況となったことから、今後は調達状況の迅速な把握と動態管理

を徹底し、適切に対処して行きます。また、今後の電力供給不足への対応として、

節電方策も推進いたします。

　事業部門別では、海上機器事業につきましては、新興国の経済成長に伴い海上

輸送が拡大し、海運・新造船市場は回復する傾向にあります。このような状況下、

海上機器の総合メーカーとして新造船市場のトップシェアを堅持するとともに、

換装市場・ワークボート市場のシェア拡大と徹底したコストダウンに取り組みま

す。

　通信機器事業につきましては、ITS、業務用無線、通信インフラの重点３分野お

よび通信モジュール、カーナビ以外用GPSの成長2分野への選択と集中を推進し、

売上の回復を図るとともに、海外事業の展開を拡大してまいります。

　ソリューション・特機事業につきましては、価格競争の激化という厳しい事業

環境が継続すると思われるものの、当社グループが得意とする無線通信技術を活

用したソリューションビジネスを積極的に展開し、官公庁向け事業の更なる拡大

と民需・海外市場の積極的な展開を図ってまいります。

　なお、日清紡ホールディングス株式会社が平成22年11月9日から平成22年12月21

日まで実施した当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）の結果、平成22年12月29日付で日清紡ホールディングス株式会社は当社

の親会社に該当することとなりました。今後は、環境・エネルギー等の様々な事

業において協業を強化し、一層のシナジー効果を発揮することにより、お互いに

大きな成長を実現させてまいります。

　株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い

申しあげます。
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1-5.当該事業年度の末日における企業集団の主要拠点等

(1) 主要な営業所および工場

日 本 無 線 株 式 会 社

本 社 事 務 所 東京都　杉並区

北 海 道 支 社 北海道　札幌市

東 北 支 社 宮城県　仙台市

中 部 支 社 愛知県　名古屋市

関 西 支 社 大阪府　大阪市

九 州 支 社 福岡県　福岡市

三 鷹 製 作 所 東京都　三鷹市

埼 玉 工 場 埼玉県　ふじみ野市

ジ ェ イ ・ ア ー ル ・ シ ー 特 機 株 式 会 社 本 社 ・ 工 場 神奈川県　横浜市

ジ ェ イ ・ ア ー ル ・ シ ー
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社

本 社 東京都　三鷹市

武 蔵 野 電 機 株 式 会 社 本 社 ・ 工 場 東京都　三鷹市

　

(2) 使用人の状況

①　企業集団の使用人の状況

当期末使用人数（名） 前期末比増減（名）

3,766 6 

②　当社の使用人の状況

当期末使用人数（名) 前期末比増減（名) 平均年齢（歳) 平均勤続年数（年）

 2,851  △5 42.09 20年5ヵ月

　

1-6.重要な親会社および子会社ならびに関連会社の状況

(1) 重要な親会社の状況

　日清紡ホールディングス株式会社が本公開買付けにより、平成22年12月29日（本

公開買付けの決済の開始日）付で、当社の親会社となりました。

　なお、当社と同社の事業会社との間には、一部部材販売の取引があります。

名 称 出 資 比 率 当 該 企 業 集 団 の 主 要 な 事 業 内 容

日清紡ホールディングス株式会社 64.29％
繊維事業、ブレーキ製品事業、紙製品事業、
精密機器事業、化学品事業、エレクトロニク
ス製品事業等
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(2) 重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社出資比率 主 要 な 事 業 内 容

ジ ェ イ ・ ア ー ル ・ シ ー 特 機 株 式
会 社

400百万円 100.0％
艦艇等搭載電子機器の製造販売、
装備ならびに修理

ジ ェ イ ・ ア ー ル ・ シ ー
エンジニアリング株式会社

90百万円 100.0％
汎用コンピュータ、ミニコン、
マイコン情報処理、システム等
のソフトウエア開発、設計請負

武 蔵 野 電 機 株 式 会 社 60百万円 100.0％
無線通信機器、電子医療機器、
電子部品の製造

（注）　上記を含め、当社の連結子会社は8社、持分法適用子会社は3社となっております。

　
(3) 重要な関連会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社出資比率 主 要 な 事 業 内 容

長 野 日 本 無 線 株 式 会 社 3,649百万円
26.59％
(1.60％)

電源装置、電子部品、OA機器、
通信電子機器の製造販売

上 田 日 本 無 線 株 式 会 社 700百万円 47.09％
無線通信装置、医用電子装置、
電子応用機器等の製造販売

（注) 1.　当社出資比率のうち、長野日本無線株式会社の1.60％は間接所有であります。

2.　上記2社は、当社の持分法適用関連会社となっております。

　

1-7.当該事業年度の末日における主要な借入先および借入額

借 入 先 借入残高（百万円）

株式会社 みずほコーポレート銀行 3,000

株式会社 三 井 住 友 銀 行 2,120

株式会社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 2,000

住 友 信 託 銀 行 　 株 式 会 社 2,000

　

1-8.剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に

関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営における最重要政策のひとつと認

識し、会社の業績や企業体質の強化等を勘案の上、当該年度の収益に応じつつ長

期的な視野に立って安定した配当を継続することを基本方針としております。

 なお、内部留保金につきましては、今後の事業成長を中・長期的に推進するた

めの設備投資および研究開発投資等に充当してまいります。

  当社は、昨年開催の当社第86回定時株主総会で承認された定款変更により、剰

余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める剰余金の処分が取締役会決議で実

施可能となりましたので、上記方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきま

しては、一株当たり5円とすることを平成23年5月9日開催の取締役会で決議いたし

ました。
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2.　会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 216,000,000株

(2) 発行済株式の総数(自己株式216,826株を除く) 137,759,864株

(3) 当該事業年度末の株主数 10,252名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

　 千株 ％

日 清 紡 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 88,713 64.39

日 本 無 線 取 引 先 持 株 会 3,617 2.62

日 本 無 線 従 業 員 持 株 会 3,055 2.21

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,439 1.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,387 1.73

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 674 0.48

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 601 0.43

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口３） 468 0.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口６） 431 0.31

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 418 0.30

（注）1.　持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2.　持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

　

3.　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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4.　会社役員に関する事項

4-1.取締役および監査役の氏名等

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

諏 訪 頼 久 ＊取締役社長
アロカ株式会社（現　日立アロカメディカル株
式会社）社外監査役

土 田 隆 平
＊取締役
常務執行役員　事業担当
兼営業戦略本部長

　

軍 司 明 允
取締役
常務執行役員　生産担当
兼生産本部長

上田日本無線株式会社社外取締役

坂 本 廣 徳
取締役
執行役員　技術担当

　

正 村 達 郎
取締役
執行役員　研究開発本
部長兼技術担当補佐

　

立 林 清 彦
取締役
執行役員　業務改革担当
兼事業担当補佐

長野日本無線株式会社社外取締役

五 島 周 一
取締役
執行役員　品質担当兼
品質保証本部長

　

兵 頭 道 明
取締役
執行役員　経営・管理
担当兼経営企画室長

長野日本無線株式会社社外監査役
上田日本無線株式会社社外監査役

松 田 　 昇 取締役

弁護士
株式会社博報堂社外監査役
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
札幌テレビ放送株式会社社外監査役

岩 下 俊 士 取締役

日清紡ホールディングス株式会社取締役会長
ＣＨＯＹＡ株式会社社外取締役
長野日本無線株式会社社外取締役
上田日本無線株式会社社外取締役
アロカ株式会社（現　日立アロカメディカル株
式会社）社外取締役

野 津 雄 一 常勤監査役 　

中 土 芳 雄 常勤監査役 　

土 井 正 幸 常勤監査役 　

馬 場 一 訓 監査役 日清紡ホールディングス株式会社　執行役員

＊印は代表取締役

（注）1.　取締役松田昇氏および岩下俊士氏は、社外取締役であります。

2.　常勤監査役中土芳雄氏および監査役馬場一訓氏は、社外監査役であります。

3.　常勤監査役中土芳雄氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する

相当程度の知見を有しております。
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4.　取締役松田昇氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ておりま

す。

5.　当該事業年度中の異動

(1)平成22年6月29日開催の第86回定時株主総会において、兵頭道明氏が取締役に、土井正

幸氏および馬場一訓氏が監査役に、新たに選任され就任いたしました。

(2)平成22年6月29日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって、岡島一氏、内藤幹男

氏および荒井学氏が取締役を退任し、竹石英樹氏および河田正也氏が監査役を辞任いた

しました。

(3)平成22年6月29日開催の第86回定時株主総会後の取締役会において、取締役土田隆平氏

が代表取締役に選任され就任いたしました。

6.　代表取締役社長諏訪頼久氏は、平成23年6月23日付けでアロカ株式会社（現　日立アロカメ

ディカル株式会社）の社外監査役を退任し、新たに平成23年6月9日付けで上田日本無線株

式会社の社外取締役、平成23年6月24日付けで長野日本無線株式会社の社外取締役、平成23

年6月29日付けで当社親会社の日清紡ホールディングス株式会社の取締役副社長に就任する

予定になっております。  

      また、同氏は、平成23年6月28日付けで当社の代表取締役社長を退任し、同日付けで当社

の代表取締役会長に就任する予定になっております。　

7.　代表取締役土田隆平氏は、平成23年6月28日付けで当社の代表取締役社長に就任する予定に

なっております。

8.　取締役軍司明允氏は、平成23年6月9日付けで上田日本無線株式会社の社外取締役を退任す

る予定になっております。

9.　取締役立林清彦氏は、平成23年6月24日付けで長野日本無線株式会社の社外取締役を退任す

る予定になっております。

10.  社外取締役岩下俊士氏は、平成23年6月8日付けでＣＨＯＹＡ株式会社の社外取締役、平成

23年6月23日付けでアロカ株式会社（現　日立アロカメディカル株式会社）の社外取締役を

退任する予定になっております。

11.　取締役松田昇氏および岩下俊士氏ならびに監査役馬場一訓氏の重要な兼職の状況は、4-3.

社外役員に関する事項に記載しております。
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12.　平成23年4月1日付で執行役員の異動があり、新執行体制は次のとおりです。

氏 名 地位および担当

諏 訪 頼 久 ＊取締役社長

土 田 隆 平
＊取締役
常務執行役員　事業担当兼営業戦略本部長

軍 司 明 允
取締役
常務執行役員　生産担当兼事業担当補佐（海外）

坂 本 廣 徳
取締役
執行役員　技術担当

正 村 達 郎
取締役
執行役員　事業担当補佐（通信）

立 林 清 彦
取締役
執行役員　業務改革担当

五 島 周 一
取締役
執行役員　品証担当

兵 頭 道 明
取締役
執行役員　経営・管理担当兼経営企画室長

新 屋 民 保 執行役員　海上機器事業部長

荒 　 健 次 執行役員　ソリューション事業本部長

原 　 泰 彦 執行役員　生産本部長

山 根 大 作 執行役員　研究開発本部長

脇 　 友 博 執行役員　通信機器事業部長

窪 田 昌 治 執行役員　通信インフラ事業部長

中 村 　 哲 執行役員　管理本部長

内 野 一 明 （ 新 任 ） 執行役員　品質保証本部長

横 田 　 貢 （ 新 任 ） 執行役員　特機事業部長

＊印は代表取締役

　

4-2.取締役および監査役の報酬等の額

区　分 人　数 報酬等の額 摘 要

取締役 13名 205百万円 （うち社外　　　　2 名　　　　12百万円）

監査役 6名 60百万円 （うち社外　　　　3 名　　　　23百万円）

（注）1.  上記の人数には、平成22年6月29日開催の第86回定時株主総会において退任した取締役3名

          および監査役2名を含んでおります。　

　　　2.　上記報酬等の額のほかに次のとおりの支給があります。

　　　　　取締役　使用人兼務の場合の使用人分給与等 39百万円
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4-3.社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先と当社の関係

区　分 氏 名 兼職先会社名 兼職の内容
当該他の法人との

関係

社外取締役 松 田 　 昇 株式会社博報堂 社外監査役
重要な取引関係は
ありません。

　 　 三菱ＵＦＪニコス株式会社 社外取締役
重要な取引関係は
ありません。

　 　 株式会社読売新聞大阪本社 社外監査役
重要な取引関係は
ありません。

　 　 札幌テレビ放送株式会社 社外監査役
重要な取引関係は
ありません。

　 岩 下 俊 士
日清紡ホールディングス株式
会社

取締役会長 親会社

　 　 ＣＨＯＹＡ株式会社 社外取締役 親会社の子会社

　 　 長野日本無線株式会社 社外取締役
持分法適用関連会
社および親会社の
子会社

　 　 上田日本無線株式会社 社外取締役
持分法適用関連会
社および親会社の
子会社

　 　 アロカ株式会社（現　日立ア
ロカメディカル株式会社）

社外取締役
重要な取引関係は
ありません。

社外監査役
　

馬 場 一 訓
日清紡ホールディングス株式
会社

執行役員 親会社　

(2) 社外取締役および社外監査役の主な活動状況

区　分 氏　名 主な活動状況

社外取締役 松 田 　 昇
当該事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席し、主に
弁護士等としての専門的見地からの発言を行っております。

　 岩 下 俊 士

当該事業年度に開催された取締役会15回のうち11回に出席し、当社
親会社の日清紡ホールディングス株式会社の取締役会長としての会
社経営の豊富な経験を生かし、議案審議等に適切な発言を適宜行っ
ております。

社外監査役 中 土 芳 雄
当該事業年度に開催された取締役会15回および監査役会9回の全てに
出席し、議案審議等に適切な発言を適宜行っております。

　 馬 場 一 訓
監査役就任後に開催された取締役会12回のうち11回、また監査役会
6回の全てに出席し、豊富な業務経験を生かし、議案審議等に適切な
発言を適宜行っております。

(3) 責任限定契約の内容の概要

　　 当社は、社外取締役および社外監査役の全員との間で、会社法第427条第1　

　 項および当社定款第29条第2項、第37条第2項に基づき、会社法第423条第1項

   の賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任額を限度とし、これを超

   える部分については免責とする責任限定契約を締結しております。
　

(4) 親会社またはその子会社（当社を除く）から当期に受けた役員報酬等の総額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49百万円　
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5.　会計監査人に関する事項

5-1.会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

　

5-2.当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 支払額

(1) 公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬等の額 49百万円

(2) 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 49百万円

　

5-3.非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　

5-4.会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　会計監査人の解任または不再任の決定の方針といたしましては、取締役会は、

会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、

監査役会の同意を得た上で、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的と

します。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由

に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、取締役会に対

し、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とするよう請求する方針で

す。また、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任することがあ

ります。
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6.　業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概

要

　当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための

体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおり

であります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制について

　当社は、経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理体制として、取締

役会規則により原則毎月1回、必要があるときは随時、取締役会を開催している。

　加えて、取締役常務執行役員以上をメンバーとする常務会ならびに常勤役員に

よる常勤役員会も定期的に開催している。これらにより取締役間の意思疎通を図

ると共に相互に職務執行を監督し、法令、定款の適合性を確保する。

　当社は、監査役設置会社であり、監査役は取締役会、常勤役員会、経営会議な

らびに必要に応じて業務執行部門の会議に出席し、取締役ならびに執行役員の職

務執行の監査強化を図っている。

　また、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と

認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準等に従い、適切に報告する体制

を整備し、運用するものとする。

　当社は、役員および従業員その他当社と雇用関係にある者のコンプライアンス

の推進に向けて「JRC行動規準」を制定、施行しており、その周知徹底を図るもの

とする。

　コンプライアンスに関する推進体制として、コンプライアンス運営規則を定め

るとともに、統括部署を設置している。この運営規則に基づき、コンプライアン

ス体制の整備、推進、維持を図るものとする。

　また、従業員等が法令違反その他のコンプライアンス問題に関して直接通報す

る社内通報連絡窓口および社外内部通報窓口を設置しており、適切に運用するも

のとする。

　当社は、反社会的勢力および団体に毅然と対応し、関係機関等と緊密な連携を

とり、反社会的行為に関わらないよう、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある

行動に努める。

　

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について

　当社は、取締役の職務執行に関する情報の保存および管理は、取締役会規則お

よび文書取扱規則に基づき適切かつ確実に作成、保存し、必要に応じて閲覧可能

な状態を維持するものとする。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

　当社は、リスク管理規則として「リスクマネジメントマニュアル」を制定、施

行しており、その推進と運用を図るものとする。

　事業活動に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合は、規則に則り「緊急時対

策本部」を設置し、リスクの拡大を防止し、迅速な回復に努める。

　また、コンプライアンス、環境、品質、災害、情報などの個々のリスクに関し

ては、その監督管理責任者を決めてリスク管理体制の強化を図るものとする。

　

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について

　当社は、取締役会規則に定められた経営上の重要事項について、取締役会で決

定するほか、必要に応じて常務会ならびに常勤役員会において協議し決定するも

のとする。

　業務の執行に関わる事項については、執行役員制を導入し、業務執行における

意思決定の迅速化を図るとともに、事業環境の変化ならびに多様化に迅速に対応

するため、業務の執行に関するテーマに応じて、取締役、監査役、執行役員の他

に関係部門長も出席する経営会議を開催し協議するものとする。

　業務の執行については、取締役と執行役員それぞれの業務分担を明確にし、監

督、執行責任体制の明確化を図るほか、役職者の職務権限規則ならびに各業務執

行部門については職務分掌規則を定め、業務組織の主要分掌事項を明確化し、業

務の効率的な遂行を図るものとする。

　また、業務執行の状況を把握し、その改善を図るため内部監査を実施する。

　

(5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制について

  当社は、親会社である日清紡ホールディングス株式会社による企業集団として

の業務執行の監督を受ける。　

  当社は、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させるとと

もに、子会社の重要な意思決定および事業活動に重大な影響を及ぼす事項に関し

ては、必要に応じて当社の常勤役員会もしくは取締役会に諮ることとする。

　当社は、必要に応じて子会社各社に役員を派遣する。

　また、関係者と協議の上、当社内部監査部門による子会社の監査を実施するも

のとする。

　

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項ならびに監査役の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制について

　当社は、現在、監査役の職務を補助する専任の使用人を置いていないが、監査

役の職務補助を行うスタッフを置く場合には、その独立性を確保するものとする。
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　内部監査部門は監査役と十分な連携をとり、監査業務を行うほか、総務、経理

等管理部門も監査役が実効的な監査ができる協力体制を確保するものとする。

　また、監査役、会計監査人ならびに内部監査部門は緊密な連携を保ち、監査計

画および監査結果の報告ならびに情報交換、意見交換を行い、効果的かつ効率的

な監査を実施するものとする。

　

(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制について

　当社は、取締役および従業員が監査役に報告すべき事項、時期についての仕組

みを整備するものとする。

　報告する事項は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項とし、内部監

査部門の監査結果、内部通報制度を利用して通報された情報のうち重要な事項、

コンプライアンス上の問題を含むものとする。

　また、監査役は代表取締役との定期的な会合等により相互認識の強化を図るも

のとする。

　

7.　株式会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。
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連　結　貸　借　対　照　表

(平成23年3月31日現在)
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 ・ 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　

　

　

　

　

95,917

5,960

45,984

17,660

6,212

15,091

3,328

1,020

319

546

△206

22,695

9,424

5,455

818

1,018

1,964

134

32

684

545

80

59

12,586

8,411

1,261

4,489

△1,575

　

　

　

　

　

流 動 負 債 56,400

支払手形及び買掛金 27,063

短 期 借 入 金 1,770

一年以内返済予定長期借入金 18,763

リ ー ス 債 務 65

未 払 費 用 2,122

未 払 法 人 税 等 256

前 受 金 2,241

預 り 金 195

製 品 保 証 引 当 金 123

災 害 損 失 引 当 金 100

そ の 他 3,699

固 定 負 債 17,392

長 期 借 入 金 2,942

リ ー ス 債 務 162

繰 延 税 金 負 債 721

退 職 給 付 引 当 金 12,167

役員退職慰労引当金 173

環 境 対 策 引 当 金 230

資 産 除 去 債 務 352

そ の 他 642

負 債 合 計 73,792

純 資 産 の 部

株 主 資 本 43,388

資 本 金 14,704

資 本 剰 余 金 16,504

利 益 剰 余 金 12,247

自 己 株 式 △68

その他の包括利益累計額 1,073

その他有価証券評価差額金 1,083

為 替 換 算 調 整 勘 定 △10

少 数 株 主 持 分 359

純 資 産 合 計 44,821

資 産 合 計 118,613 負債・純資産合計 118,613
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連　結　損　益　計　算　書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高     107,705

売 上 原 価     89,568

売 上 総 利 益     18,137

販売費及び一般管理費     16,585

営 業 利 益     1,551

営 業 外 収 益         

受 取 利 息 33     

受 取 配 当 金 179     

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 247     

特 許 権 実 施 許 諾 料 12     

そ の 他 70 543

営 業 外 費 用         

支 払 利 息 426     

固 定 資 産 除 却 損 37     

為 替 差 損 435     

そ の 他 61 960

経 常 利 益     1,133

特 別 利 益         

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 37     

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,963     

そ の 他 13 2,014

特 別 損 失         

投 資 有 価 証 券 評 価 損 103     

投 資 有 価 証 券 売 却 損 235     

減 損 損 失 61     

環 境 対 策 引 当 金 繰 入 額 2     

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 368     

災 害 に よ る 損 失 146     

そ の 他 3 922

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益     2,226

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 309     

法 人 税 等 調 整 額 △32 277

少数株主損益調整前当期純利益     1,948

少 数 株 主 利 益     27

当 期 純 利 益     1,921
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連結株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
（単位：百万円）

　

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

少数株
主持分

純資産
合　計

資本金
資　本
剰余金

利　益
剰余金

自　己
株　式

株主資
本合計

その他
有価証
券評価
差額金

為替換
算調整
勘　定

その他
の包括
利益累
計額合
計

前 期 末 残 高 14,704 16,504 10,739 △65 41,883 2,140 1 2,142 334 44,360

当 期 変 動 額                                         

剰余金の配当         △413     △413                 △413

当 期 純 利 益         1,921     1,921                 1,921

自己株式の取得             △3 △3                 △3

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 )

                    △1,056 △12 △1,068 24 △1,043

当期変動額合計 － － 1,508 △3 1,504 △1,056 △12 △1,068 24 460

当 期 末 残 高 14,704 16,504 12,247 △68 43,388 1,083 △10 1,073 359 44,821
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連　結　注　記　表

　

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1.　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ……………… 8社

①　ジェイ・アール・シー特機㈱

②　ジェイ・アール・シーエンジニアリング㈱

③　武蔵野電機㈱

④　日本無線硝子㈱

⑤　総合ビジネスサービス㈱

⑥　佐世保日本無線㈱

⑦　ＪＲＣシステムサービス㈱

⑧　JAPAN RADIO COMPANY(HK)LIMITED

(2) 非連結子会社の数 …………… 4社

①　マリンフォネット㈱

②　㈱ジェイアールシーテクニカ

③　JRC do Brasil Empreendimentos Eletrônicos Ltda.

④　結雅希（上海）貿易有限公司　

　非連結子会社4社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外して

おります。

　

2.　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用子会社の数 ……… 3社

①　マリンフォネット㈱

②　㈱ジェイアールシーテクニカ

③　JRC do Brasil Empreendimentos Eletrônicos Ltda.

(2) 持分法適用関連会社の数 …… 2社

①　長野日本無線㈱

②　上田日本無線㈱

(3) 持分法を適用していない子会社（結雅希（上海）貿易有限公司　平成23年1月

設立）及び関連会社（㈱ジェイ・ツー他）は、当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性が乏しいので持分法を適用し

ておりません。
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3.　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、JAPAN RADIO COMPANY(HK)LIMITEDの決算日は12月31日で

あり、連結決算日との差は、3ヵ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度

に係る計算書類を基礎として連結を行っており、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　

4.　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

ａ　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定しております）

ｂ　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　デリバティブ　　時価法

③　たな卸資産

ａ　製品及び半製品

　個別法（うち量産品は先入先出法、半製品は総平均法）に基づく原

価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

ｂ　商品

　移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

ｃ　仕掛品

　個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

ｄ　原材料及び貯蔵品

　総平均法（うち無線通信装置の一部は先入先出法）に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）

については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 7～8年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期

間（5年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　製品保証引当金

　出荷後の製品の補修費用の発生に備えるため、補償案件毎に発生見込

額を計上しております。

③　災害損失引当金

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う復旧費用等の発生に備

えるため、その発生見込額を計上しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　会計基準変更時差異については、15年にわたり均等償却しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（14年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年～14年）による定額法により翌連結会計年度から費用
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処理しております。

　なお、当社は、当連結会計年度末においては、年金資産の見込額が退

職給付債務の見込額に会計基準変更時差異の未処理額、未認識過去勤務

債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため、前

払年金費用（2,431百万円）を投資その他の資産「その他」に計上してお

ります。

（追加情報）

　当社は従業員の平均残存勤務期間の短縮に伴い、過去勤務債務及び数理

計算上の差異の費用処理年数を見直した結果、当連結会計年度より15年か

ら14年に変更しております。この変更により、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ132百万円減少しております。

⑤　役員退職慰労引当金

　国内連結子会社は、役員の退職金支給に備えるため、内規による期末

要支給額を計上しております。

⑥　環境対策引当金

　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

によって処理することが義務付けられているPCB廃棄物の処理に備えるた

め、処理費用見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

工事契約に係る収益及び費用の計上基準

　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事

完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結

会計年度末における進捗率の見積りは、原価比例法によっております。

(5) 連結計算書類の作成の基礎となった連結会社の計算書類の作成に当たって採

用した重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負

債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定

に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約について

は、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用してお

ります。
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②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約、通貨オプション、通貨スワップ及び金利

スワップ

ヘッジ対象 外貨建予定取引、外貨建金銭債権債務及び借入金

③　ヘッジ方針

　社内規定に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジして

おります。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象に係る損益の累計を比較す

ることで、ヘッジの有効性を評価しております。

　ただし為替予約については、振当処理の要件に該当し、金利スワップ

については特例処理の要件に該当するため、有効性の評価を省略してお

ります。

　外貨建予定取引については、過去の取引実績及び予算等を総合的に勘

案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テストで確認しており

ます。

(7) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用しており

ます。

　この適用により、営業利益、経常利益はそれぞれ2百万円減少し、税金等

調整前当期純利益は371百万円減少しております。

　

（表示方法の変更）

　当連結会計年度より連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号　平成20年12月26日）に基づき、税金等調整前当期純利益に法人税額

等を加減した金額を「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示して

おります。
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Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記

1.　有形固定資産の減価償却累計額 44,983百万円

2.　担保提供資産

担保資産の内容及びその金額

建物及び構築物 352百万円

土地 33百万円

担保に係る債務の金額

一年以内返済予定長期借入金 163百万円

長期借入金 242百万円

3.　連結会社以外の団体あるいは個人の、金融機関からの借入金に対する保証債務

　 35百万円

4.　コミットメントライン契約　

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行とコミットメント

ライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　　　　　コミットメントラインの総額 15,000百万円

　　　　　借入実行残高 －百万円

　　　　　差引：借入未実行残高 15,000百万円

　　

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記

1.　売上原価に含まれるたな卸資産評価損

　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、たな卸資産

評価損1,047百万円が売上原価に含まれております。

2.　減損損失

　当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類 金額　

東京都三鷹市 特機事業用資産 工具・器具備品   1百万円

東京都三鷹市 通信インフラ事業用資産
機械装置及び運搬具、工具・器具備品、
ソフトウェア等

 59百万円

　　                                  合計　  61百万円

　当社グループは、原則として事業（本）部をキャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、資産のグルーピングをしております。当社以外の子会社につ

いては、規模等を鑑み会社単位を基準としてグルーピングをしております。

　当社の特機事業部及び通信インフラ事業部に係る資産については、継続的な

黒字化が不確実なため、同事業部における資産グループの帳簿価額を回収可能
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価額まで減額し、当該減少額61百万円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。その内訳は、機械装置及び運搬具6百万円、工具・器具備品50百万円、

ソフトウェア3百万円、その他0百万円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定していますが、

将来キャッシュ・フローがプラスになることが不確実なため零評価としており

ます。

3.　災害による損失

　東日本大震災により損傷した資産の復旧等に要する費用を計上しております。

内訳は次のとおりであります。

設備復旧費用等の見込額 50百万円

たな卸資産廃棄等の見込額 43百万円

その他 52百万円

　

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
　 　 　 　 （単位：株）

　
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 137,976,690 － － 137,976,690

　

2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の
総額

１株当た
り配当額

基準日 効力発生日

平成22年6月29日
定時株主総会

普通株式 413百万円 3円 平成22年3月31日 平成22年6月30日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

決議
株式の
種類

配当金の
総額

配当の
原資

１株当た
り配当額

基準日 効力発生日

平成23年5月9日
取締役会

普通株式 688百万円 利益剰余金 5円 平成23年3月31日 平成23年6月8日
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Ⅴ．金融商品に関する注記

1.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に無線通信機器の製造販売事業を行うための事業計画に

照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は

安全性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金は銀行借入やコマーシ

ャル・ペーパーの発行等により調達しております。デリバティブは、後述する

リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営

業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営

業債務をネットしたポジションについて、主に先物為替予約を利用してヘッジ

しております。有価証券は主に短期運用目的の譲渡性預金であります。投資有

価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、

市場価額の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日でありま

す。また、その一部には、原材料、部品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、

為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高

の範囲内にあります。借入金は、主に必要な運転資金の調達を目的としたもの

であり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。このうち一部は、変動金

利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金

利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

　デリバティブ取引は、外貨建て営業債権債務に係る為替の変動リスクに対す

るヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、通貨オプション取引及び通貨ス

ワップ取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

した金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘ

ッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会

計処理基準に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、債権管理に関する規程に従い、営業債権について、各事業部門及

び管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごと

に期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早

期発見や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理に

関する規程に準じて、同様の管理を行っております。
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　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽

減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒され

る金融資産の貸借対照表価額により表されております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社及び一部の連結子会社は、外貨建て営業債権債務について、通貨別月

別に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約、通貨オプション、

通貨スワップを利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、

半年を限度として、輸出に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる

外貨建営業債権に対する先物為替予約を行っております。

　また、当社及び一部の連結子会社は、借入金に係る支払金利の変動リスク

を抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状

況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見

直しております。

　デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ

取引管理規程に基づき、経理部長の提案のもと、担当役員が承認した取引を

行い、経理部において記帳及び契約先との残高照合等を行っております。取

引実績は四半期ごとに担当役員に報告しております。連結子会社についても、

当社のデリバティブ取引管理規程に準じて、管理を行っております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリ

スク）の管理

　当社は、各部門からの入出金予定の報告に基づき、経理部が適時に資金繰

計画を作成・更新するとともに、複数の金融機関とコミットメントライン契

約を締結することにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。
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2.　金融商品の時価等に関する事項

　平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるものは、次表には含まれておりません。
　 　 （単位：百万円）

　 連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 5,960 5,960 －

(2) 受取手形及び売掛金 45,984 45,984 －

(3) 有価証券 17,660 17,660 －

(4) 投資有価証券 6,786 7,079 293

(5) 支払手形及び買掛金 27,063 27,063 －

(6) 短期借入金 1,770 1,770 －

(7) 長期借入金
（一年以内返済予定長期借入金含む）

21,705 21,842 137

(8) デリバティブ取引 － － －

（注）1.　金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 有価証券

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券
　これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格
または取引金融機関から提示された価格によっております。

(5) 支払手形及び買掛金、(6) 短期借入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

(7) 長期借入金（一年以内返済予定長期借入金含む）
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想
定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入
金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記(8)参照）、当該金利スワップ
と一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合
理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8) デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体
として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載してお
ります（上記(7)参照）。

2.　非上場株式等（連結貸借対照表計上額1,624百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

　
Ⅵ．1株当たり情報に関する注記

1.　1株当たり純資産額 322円　75銭

2.　1株当たり当期純利益 13円　95銭
　
Ⅶ．その他の注記

1.　会社法及び会社計算規則の規定に基づいて連結計算書類を作成しております。

2.　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

(平成23年3月31日現在)
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

工 具 ・ 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関係会社株式及び出資金

前 払 年 金 費 用

更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　

　

90,019

4,138

2,744

41,627

17,500

6,252

13,471

2,905

1,026

18

537

△202

20,014

8,464

4,648

150

744

5

907

1,879

95

32

658

526

55

74

1

10,892

3,259

4,918

2,431

1,556

302

△1,575

    

    

流 動 負 債 53,484

支 払 手 形 2,444

買 掛 金 24,136

一年以内返済予定長期借入金 18,600

リ ー ス 債 務 51

未 払 金 439

未 払 費 用 4,263

未 払 法 人 税 等 136

前 受 金 2,219

預 り 金 715

設 備 関 係 支 払 手 形 7

製 品 保 証 引 当 金 123

災 害 損 失 引 当 金 100

そ の 他 246

固 定 負 債 15,305

長 期 借 入 金 2,700

リ ー ス 債 務 128

繰 延 税 金 負 債 721

退 職 給 付 引 当 金 10,540

資 産 除 去 債 務 352

環 境 対 策 引 当 金 227

そ の 他 635

負 債 合 計 68,790

純 資 産 の 部

株 主 資 本 40,193

資 本 金 14,704

資 本 剰 余 金 16,504

資 本 準 備 金 16,504

利 益 剰 余 金 9,053

そ の 他 利 益 剰 余 金 9,053

別 途 積 立 金 6,800

繰 越 利 益 剰 余 金 2,253

自 己 株 式 △68

評価・換算差額等 1,050

その他有価証券評価差額金 1,050

純 資 産 合 計 41,244

資 産 合 計 110,034 負債・純資産合計 110,034
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損　益　計　算　書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高     99,637

売 上 原 価     83,753

売 上 総 利 益     15,884

販売費及び一般管理費     14,831

営 業 利 益     1,053

営 業 外 収 益         

受 取 利 息 32     

受 取 配 当 金 342     

特 許 権 実 施 許 諾 料 12     

そ の 他 17 405

営 業 外 費 用         

支 払 利 息 389     

固 定 資 産 除 却 損 33     

為 替 差 損 434     

そ の 他 55 912

経 常 利 益     545

特 別 利 益         

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 37     

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,958     

そ の 他 6 2,002

特 別 損 失         

減 損 損 失 61     

投 資 有 価 証 券 評 価 損 63     

投 資 有 価 証 券 売 却 損 235     

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 368     

災 害 に よ る 損 失 144 874

税 引 前 当 期 純 利 益     1,673

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 103 103

当 期 純 利 益     1,570



－ 32 －

株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
（単位：百万円）

　

株 主 資 本
評価・
換　算
差額等

純資産
合　計

資本金

資　本
剰余金

利 益 剰 余 金

自　己
株　式

株主資
本合計

その他
有価証
券評価
差額金

資　本
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

前 期 末 残 高 14,704 16,504 5,300 2,596 7,896 △65 39,039 2,112 41,151

当 期 変 動 額                                     

剰 余 金 の 配 当             △413 △413     △413     △413

当 期 純 利 益             1,570 1,570     1,570     1,570

別途積立金の積立         1,500 △1,500 －     －     －

自 己 株 式 の 取 得                     △3 △3     △3

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)                             △1,061 △1,061

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,500 △343 1,156 △3 1,153 △1,061 92

当 期 末 残 高 14,704 16,504 6,800 2,253 9,053 △68 40,193 1,050 41,244
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個　別　注　記　表

　

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法

②　その他有価証券

ａ　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております)

ｂ　時価のないもの　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ　　時価法

(3) たな卸資産

①　製品及び半製品

　個別法（うち量産品は先入先出法、半製品は総平均法）に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　仕掛品

　個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

③　原材料及び貯蔵品

　総平均法（うち無線通信装置の一部は先入先出法）に基づく原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　

2.　固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

　ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 10～50年

機械及び装置 7～8年

工具・器具備品 2～15年
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(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5

年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　

3.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

　

4.　重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 製品保証引当金

　出荷後の製品の補修費用の発生に備えるため、補償案件毎に発生見込額を

計上しております。

(3) 災害損失引当金

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う復旧費用等の発生に備える

ため、その発生見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。

　会計基準変更時差異については、15年にわたり均等償却しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（14年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（14年）による定額法により翌事業年度から費用処理しております。
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　なお、当事業年度末においては、年金資産の見込額が退職給付債務の見込

額に会計基準変更時差異の未処理額、未認識過去勤務債務及び未認識数理計

算上の差異を加減した額を超過しているため、前払年金費用を投資その他の

資産に計上しております。

（追加情報）

　当社は従業員の平均残存勤務期間の短縮に伴い、過去勤務債務及び数理計

算上の差異の費用処理年数を15年から14年に変更しております。この変更に

より、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ132百万円減少し

ております。

(5) 環境対策引当金

　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に

よって処理することが義務付けられているPCB廃棄物の処理に備えるため、処

理費用見込額を計上しております。

　

5.　収益及び費用の計上基準

工事契約に係る収益及び費用の計上基準

　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約

については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成

基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度

末における進捗率の見積りは、原価比例法によっております。

　

6.　重要なヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、

振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約、通貨オプション、通貨スワップ及び金利

スワップ

ヘッジ対象 外貨建予定取引、外貨建金銭債権債務及び借入金

(3) ヘッジ方針

　社内規定に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしており

ます。
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(4) ヘッジの有効性評価の方法

　相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象に係る損益の累計を比較するこ

とで、ヘッジの有効性を評価しております。ただし為替予約については、振

当処理の要件に該当し、金利スワップについては特例処理の要件に該当する

ため、有効性の評価を省略しております。外貨建予定取引については、過去

の取引実績及び予算等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いこ

とを事前テストで確認しております。

　

7.　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用しております。

　この適用により、営業利益、経常利益はそれぞれ2百万円減少し、税引前当

期純利益は371百万円減少しております。

　

Ⅱ．貸借対照表に関する注記

1.　有形固定資産の減価償却累計額 41,528百万円

2.　他の会社等がしている、金融機関からの借入金に対する保証債務

　 35百万円

3.　関係会社に対する金銭債権 386百万円

4.　関係会社に対する金銭債務 5,723百万円

5.　取締役及び監査役に対する金銭債務 83百万円

6.　親会社株式

投資その他の資産（関係会社株式及び出資金）

　

2,719百万円

7.　コミットメントライン契約　

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行とコミットメント

ライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　　　　　コミットメントラインの総額 15,000百万円

　　　　　借入実行残高 －百万円

　　　　　差引：借入未実行残高 15,000百万円
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Ⅲ．損益計算書に関する注記

1.　関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 504百万円

仕入高 15,408百万円

営業取引以外の取引による取引高 347百万円

2.　売上原価に含まれるたな卸資産評価損

　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、たな卸資産

評価損1,019百万円が売上原価に含まれております。

3.　減損損失

　　　　当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しており

　　　ます。

場所 用途 種類 金額　

東京都三鷹市 特機事業用資産 工具・器具備品   1百万円

東京都三鷹市 通信インフラ事業用資産
機械装置及び運搬具、工具・器具備品、
ソフトウェア等

 59百万円

　　                                  合計　  61百万円

　原則として事業（本）部をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

資産のグルーピングをしております。特機事業部及び通信インフラ事業部に係

る資産については、継続的な黒字化が不確実なため、同事業部における資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額61百万円を減損損失

として特別損失に計上しております。その内訳は、機械及び装置6百万円、工

具・器具備品50百万円、ソフトウェア3百万円、その他0百万円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定していますが、

将来キャッシュ・フローがプラスになることが不確実なため零評価としており

ます。

4.　災害による損失

　東日本大震災により損傷した資産の復旧等に要する費用を計上しております。

内訳は次のとおりであります。

設備復旧費用等の見込額 50百万円

たな卸資産廃棄等の見込額 43百万円

その他 51百万円
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Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項
　 　 　 　 （単位：株）

　
前事業年度末

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

自己株式 　 　 　 　

普通株式 203,724 13,102 ─ 216,826

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加13,102株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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Ⅴ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動資産

　 繰延税金資産 　

　 未払賞与 890百万円

　 たな卸資産 2,144百万円

　 賞与社会保険料 124百万円

　 未払事業税 32百万円

　 製品保証引当金 50百万円

　 その他 63百万円

　 小計 3,305百万円

　 評価性引当額 △3,305百万円

　 繰延税金資産合計 ―百万円

　

(2) 固定負債

　 繰延税金資産 　

　 退職給付引当金 3,357百万円

　 繰越欠損金 1,399百万円

　 ソフトウェア 2,817百万円

　 投資有価証券 828百万円

　 貸倒引当金 585百万円

　 有形固定資産 167百万円

　 資産除去債務 143百万円

　 その他 209百万円

　 小計 9,509百万円

　 評価性引当額 △9,509百万円

　 繰延税金資産合計 ―百万円

　 繰延税金負債 　

　 その他有価証券評価差額金 △721百万円

　 繰延税金負債合計 △721百万円

　 　 　

　 繰延税金資産(負債)の純額 △721百万円
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Ⅵ．リースにより使用する固定資産に関する注記

1.　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 取得価額相当額
(百万円)

減価償却累計額相当額
(百万円)

減損損失累計額相当額
(百万円)

期末残高相当額
(百万円)

機械及び装置 178 171 ─ 7

車両及び運搬具 18 13 ─ 5

工具・器具備品 295 244 7 44

ソフトウェア 61 56 ─ 5

合計 553 484 7 61

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　 未経過リース料期末残高相当額 　

　 １年内 93百万円

　 １年超 65百万円

　 合計 158百万円

　 リース資産減損勘定残高 0百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利

息相当額

　 支払リース料 185百万円

　 リース資産減損勘定の取崩額 1百万円

　 減価償却費相当額 173百万円

　 支払利息相当額 5百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については利息法によっております。

　

2.　オペレーティング・リース取引

　 未経過リース料 　

　 １年内 4百万円

　 １年超 5百万円

　 合計 9百万円



－ 41 －

Ⅶ．退職給付に関する注記

　確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。

(1) 退職給付債務に関する事項

　 ①　退職給付債務 △40,117百万円

　 ②　年金資産 22,861百万円

　 ③　会計基準変更時差異の未処理額 1,314百万円

　 ④　未認識数理計算上の差異 10,099百万円

　 ⑤　未認識過去勤務債務（債務の減額） △2,266百万円

　 ⑥　貸借対照表計上額純額(①+②+③+④+⑤) △8,109百万円

　 ⑦　前払年金費用 2,431百万円

　 ⑧　退職給付引当金(⑥-⑦) △10,540百万円

(2) 退職給付費用に関する事項

　 ①　勤務費用 1,384百万円

　 ②　利息費用 809百万円

　 ③　期待運用収益 △620百万円

　 ④　会計基準変更時差異の費用処理額 328百万円

　 ⑤　過去勤務債務の費用処理額 △390百万円

　 ⑥　数理計算上の差異の費用処理額 1,428百万円

　 ⑦　退職給付費用(①+②+③+④+⑤+⑥) 2,940百万円

(3) 退職給付債務等の計算基礎

　 ①　割引率 2.0％

　 ②　期待運用収益率 2.7％

　 ③　退職給付見込額の期間配分方式 期間定額基準

　 ④　過去勤務債務の処理年数 14年（定額法）

　 ⑤　数理計算上の差異の処理年数 14年（定額法により翌期から費用処理)

　 ⑥　会計基準変更時差異の処理年数 15年
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Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種類
会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連会社

長野日本無線
株式会社

(所有)
　
直接　24.99％
　
間接 　1.60％

部品の購入
　

役員の兼任
部品の購入 3,794

支払手形 775

買掛金 906

上田日本無線
株式会社

(所有)
　
直接　47.09％
　
　

部品の購入
　

役員の兼任
部品の購入 6,176

支払手形 990

買掛金 1,177

（注）1.　価格その他の取引条件は、市場実勢等を勘案し、一般取引条件と同様に決定しておりま

          す。

2.　取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

　

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

1.　１株当たり純資産額 299円39銭

2.　１株当たり当期純利益 11円40銭

　

Ⅹ．その他の注記

1.　会社法及び会社計算規則の規定に基づいて計算書類を作成しております。

2.　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　連結計算書類に係る会計監査人監査報告書　謄本

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成23年5月23日 　

　 日本無線株式会社 　

　 取　締　役　会　御中 　

　 有限責任監査法人　トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 西 岡 雅 信 
　 　　 　 　
指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 山 田 　 努 

　

　 　

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本無線株式会社の

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明

することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、日本無線株式会社及び連結子会社か

ら成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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　会計監査人監査報告書　謄本

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成23年5月23日 　

　 日本無線株式会社 　

　 取　締　役　会　御中 　

　 有限責任監査法人　トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 西 岡 雅 信 

　 　　 　 　
指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 山 田 　 努 

　

　 　

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日本無線株式

会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第87期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附

属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計

算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属

明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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　監査役会監査報告書 謄本

　 監　査　報　告　書 　

　 　当監査役会は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第87期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に基づき、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、その構築及び運用の
状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等
及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上
の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま
した。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

　

　 2.　監査の結果
(1) 事業報告等の監査の結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
二　取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の遂
行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査の結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査の結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

　 平成23年5月30日 　

　 日本無線株式会社　監査役会 　

　

常勤監査役 野 津 雄 一 
常 勤 社 外
監　査　役

中 土 芳 雄 

常勤監査役 土 井 正 幸 
社外監査役 馬 場 一 訓 

　

以　上
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    株主総会参考書類
　

議案および参考事項

第１号議案　取締役11名選任の件

　本総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となりますので、取

締役11名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（* 印は新任候補者）　

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

1

す

諏
わ

訪
より

頼
ひさ

久

（昭和22年12月11日生）

昭和45年 4月　当社入社
平成10年 6月　海上機器事業部技術第二部長
平成14年 4月　海上機器事業部長
平成16年 6月　取締役 海上機器・特機事業
             （技術）担当
平成17年 6月　代表取締役 取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
アロカ株式会社(現　日立アロカメディカル株式
会社）社外監査役

51,000株

2

つち

土
だ

田
たか

隆
よし

平

（昭和24年1月26日生）

昭和46年 4月　当社入社
平成12年 6月　システム機器事業部官庁営業部

長
平成14年 4月　東北支社長
平成16年 6月　関西支社長
平成17年 6月　取締役

官公需事業担当
平成18年 4月　営業戦略本部長、ソリューショ

ン事業本部・海上機器事業部・
特機事業部担当

平成20年 4月　取締役 執行役員
ソリューション事業本部長

平成21年 4月　営業戦略本部長兼事業担当補佐
  平成22年 6月  代表取締役　取締役 常務執行
              役員(現任)
              事業担当兼営業戦略本部長(現

                任）

34,000株

3

　 　
ご

五
とう

島
しゅう

周
いち

一

(昭和24年4月7日生)

　

昭和48年 4月　当社入社
平成15年 4月　システム建設部長
平成16年 6月　システム機器事業部副事業部長
平成18年 1月　システム機器事業部長
平成18年 4月　ソリューション事業本部長
平成20年 4月　執行役員　
　　　　　　　品質保証本部長
平成21年 6月　取締役 執行役員（現任）
平成22年 6月  品証担当（現任）

9,000株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

4

ぐん

軍
じ

司
よし

明
まさ

允

（昭和22年5月10日生）

昭和45年 4月　当社入社
平成12年 6月　通信機器事業部無線ネットワー

クグループ長
平成14年 4月　無線アクセスシステムユニット

長
平成17年 6月　取締役

生産担当
平成18年 4月　生産本部長、品質保証本部・機

構設計センター・生産管理部・
資材調達部担当

平成18年10月　生産本部長、品質保証本部担当
平成20年 4月　取締役 執行役員

生産担当
平成21年 4月　取締役 常務執行役員（現任）
平成22年 4月　生産担当兼生産本部長
平成23年 4月  生産担当兼事業担当補佐(海外)

(現任)
（重要な兼職の状況）
上田日本無線株式会社社外取締役

64,000株

5

さか

坂
もと

本
ひろ

廣
のり

徳

（昭和26年1月13日生）

昭和49年 4月　当社入社
平成12年 9月　通信機器事業部技術第七部部長

兼LPA工場長
平成13年 5月　LPA事業部副事業部長
平成14年 4月　LPA事業部長
平成15年 6月　取締役
平成16年 6月　通信機器事業（技術）担当
平成17年 6月　LPA・PHS担当
平成18年 6月　技術担当（現任）
平成18年10月　共通技術本部長
平成20年 4月　取締役 執行役員（現任）

50,000株

6

まさ

正
むら

村
たつ

達
ろう

郎

（昭和26年4月2日生）

昭和51年 4月　日本電信電話公社入社
平成11年 1月　同社NTT未来ねっと研究所企画

部長
平成14年 4月　株式会社NTTドコモ ワイヤレス

研究所長
平成17年 5月　当社入社 顧問
平成17年 6月　取締役

研究開発担当
平成18年 4月　研究開発本部長・Cプロジェクト

室担当
平成19年 4月　研究開発本部長
平成20年 4月　取締役 執行役員（現任）
平成22年 6月　技術担当補佐　
平成23年 4月  事業担当補佐（通信）（現任）

22,000株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

7

たて

立
ばやし

林
きよ

清
ひこ

彦

（昭和22年9月7日生）

昭和45年 4月　当社入社
平成12年10月　情報処理センター室長
平成14年 4月　通信機器事業部通信技術一部長
平成15年 8月　PHSビジネスユニット長
平成16年 6月　通信機器事業部長兼PHSビジネス

ユニット長
平成17年 4月　通信機器事業部長
平成17年 6月　取締役

通信機器事業部長兼無線アクセ
ス担当

平成18年 4月　通信機器事業本部長
平成20年 4月　取締役 執行役員（現任）
平成21年 4月　業務改革担当兼事業担当補佐
平成23年 4月  業務改革担当（現任）

（重要な兼職の状況）
長野日本無線株式会社社外取締役

35,000株

8

ひょう

兵
どう

頭
みち

道
あき

明

（昭和25年2月4日生）

昭和48年 4月　当社入社
平成16年 6月　ビジネスセンター長
平成17年 6月　コーポレートセンター長
平成20年 4月　執行役員
　　　　　　　経営企画室長 (現任）
平成22年 6月  取締役　執行役員 (現任)
　　　　　　経営・管理担当　(現任)

（重要な兼職の状況）
　長野日本無線株式会社社外監査役
上田日本無線株式会社社外監査役

6,000株

9

*
あら

荒　　 
けん

健　
じ

次

(昭和28年11月21日生)

昭和51年 4月　当社入社
平成14年 4月  システム機器事業部官庁営業部

長
平成18年 1月  システム機器事業部副事業部長

兼官庁営業部長
平成18年 4月  営業戦略本部ソリューション営

業部長
平成20年 4月  執行役員 （現任）
              営業戦略本部長
平成21年 4月  ソリューション事業本部長
              (現任）　

8,000株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

10

まつ

松
だ

田 　
のぼる

昇

（昭和8年12月13日生）

昭和38年 4月　東京地検検事
昭和56年 1月　法務省刑事局青少年課長
昭和60年 8月　東京高検特別公判部長
昭和62年 8月　東京地検特別捜査部長
平成元年 9月　最高検検事
平成 3年12月　水戸地検検事正
平成 5年 7月　法務省矯正局長
平成 7年 7月　最高検刑事部長
平成 8年 6月　預金保険機構理事長
平成16年 6月　同機構顧問

三菱自動車工業株式会社企業倫
理委員会委員長

平成16年 9月　弁護士登録
平成18年 6月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社博報堂社外監査役
三菱ＵＦＪニコス株式会社社外取締役
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
札幌テレビ放送株式会社社外監査役

0株

11

いわ

岩
した

下
たか

俊
し

士

（昭和18年1月14日生）

昭和41年 4月　日清紡績株式会社入社
平成 6年 6月　同社総務本部総務部長
平成 9年 3月　同社総務本部資材部長 兼務
平成11年 6月　同社取締役
平成11年 8月　同社館林工場長
平成14年 6月　同社常務取締役 メカトロニク

ス事業本部長兼ABS事業本部長
平成16年 4月　同社精密機器事業本部長
平成16年 6月　同社代表取締役 専務取締役

総務本部長兼経営企画室長
平成18年 6月　同社代表取締役 取締役社長
平成21年 4月　日清紡ホールディングス株式会

社代表取締役 取締役社長
平成21年 6月　同社取締役会長（現任）

当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
日清紡ホールディングス株式会社取締役会長
ＣＨＯＹＡ株式会社社外取締役
長野日本無線株式会社社外取締役
上田日本無線株式会社社外取締役
アロカ株式会社(現　日立アロカメディカル株式
会社）社外取締役

0株
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（注）1.　各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.　上記の候補者のうち松田昇氏および岩下俊士氏は社外取締役候補者であります。
3.　松田昇氏を社外取締役候補者とする理由等は、次のとおりであります。
(1) 同氏は、検事・弁護士としての専門的な知識・経験および他社の社外役員としての豊富

な経験を有しており、社外取締役として当社の経営に対して的確な助言をいただけるも
のと判断し、選任をお願いするものであります。

(2) 同氏は、すでに当社の社外取締役であり、在任期間は本総会の終結をもって5年であり
ます。

(3) 当社は同氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第29条第2項の規定に従い、
同氏の損害賠償責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限
定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との
間で当該責任限定契約を継続する予定であります。

4.　岩下俊士氏を社外取締役候補者とする理由等は、次のとおりであります。
(1) 同氏は、日清紡績株式会社、日清紡ホールディングス株式会社の取締役社長を歴任され、

会社経営の豊富な経験を有しており、社外取締役として当社の経営に対して的確な助言
をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

(2) 同氏は、すでに当社の社外取締役であり、在任期間は本総会の終結をもって2年であり
ます。

(3) 当社は同氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第29条第2項の規定に従い、
同氏の損害賠償責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限
定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との
間で当該責任限定契約を継続する予定であります。

　

第２号議案　監査役1名選任の件

　監査役中土芳雄氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新た

に監査役1名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

すず

鈴
き

木 　
つとむ

勉

（昭和28年12月4日生）

昭和52年 4月　株式会社第一勧業銀行入行
平成11年10月　同行　豊橋支店長
平成14年 4月　株式会社みずほ銀行 豊橋支店長　
平成14年 5月　同行　コンプライアンス統括部長
平成15年10月　同行　横浜西口支店長
平成18年 4月　小川香料株式会社

　　　　　　　　執行役員　
　　　　　　　　財務本部副本部長兼経理部長
　平成20年 6月　みずほ投信投資顧問株式会社
　　　　　　　常勤監査役（現任）

0株

（注）1.　候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.　鈴木勉氏は社外監査役候補者であります。
3.　鈴木勉氏を社外監査役候補者とする理由等は、次のとおりであります。
(1) 同氏は、金融機関において長年にわたる豊富な経験を有しており、専門的見地から監査

役としての役割を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
(2) 同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第37

条第2項の規定に従い、同氏の損害賠償責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低
責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
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第３号議案　補欠監査役1名選任の件

　法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名

をあらかじめ選任することをお願いするものであります。

　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ており

ます。また、候補者からは、社外監査役が任期中に退任し、法令に定める員数

を欠く場合に社外監査役に就任する旨の承諾を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

さ

佐
の

野
のぶ

允
お

夫

（昭和21年7月11日生）

昭和49年11月　監査法人不二会計事務所入所
昭和54年 3月　公認会計士登録
昭和55年 3月　税理士登録
昭和63年 6月　監査法人不二会計事務所代表社員
平成19年 1月　同法人退社
平成19年 2月　きさらぎ監査法人設立　代表社員

（現任）

0株

（注）1.　候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.　佐野允夫氏は社外監査役の補欠監査役候補者であります。
3.　佐野允夫氏を社外監査役の補欠監査役候補者とする理由等は、次のとおりであります。
(1) 同氏は、公認会計士・税理士の資格を有しておられることから、財務および会計に関す

る高い見識により監査機能を発揮していただけるものと判断し、選任をお願いするもの
であります。

(2) 同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、同氏の監査役就任時に、会社法第427条
第1項および当社定款第37条第2項の規定に従い、同氏の損害賠償責任限度額を会社法第
425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

　

　

以　上
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「クールビズ」スタイルでの株主総会開催について

　当社は、震災復興・節電への協力の一環として、本年の定時株主総会を

「クールビズ」スタイルで開催させていただきます。

　株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い

申しあげます。
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